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公共交通

⑥バスが不便な地域が 

存在しています。 

公共交通

①細谷車庫や宝木団地発着のバス，日光街道を通るバスのほか，新里街道

を通るバスや戸祭台循環線が地区内を運行しています 

②細谷車庫や宝木団地，日光街道と市中心部を結ぶバスが充実している一

方，新里街道は１時間半に１本程度の運行となっています。 

③ＪＲ宇都宮駅発の最終バスは，午後８時台（新里方面），午後９時台（戸祭台

行き），午後１０時台（日光・船生方面，宝木団地行き），午後１１時台（細谷

車庫行き）となっています。 

④JR 宇都宮駅と細谷地区の間のバスの運賃は，２１０円～４００円となってい

ます。 

⑤道路が狭く，バスの運行が困難な地域が存在します。 
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【凡例】（公共交通） 

 既存バス路線・停留所 

 運行本数（上下計 77 本/平日） 77

【凡例】（土地利用） 

 細谷地区 

 市街化区域 

 高次都市機能誘導区域 

 都市機能誘導区域 

 スーパー 

 ドラッグストア 

 介護保険サービス 

 子育て支援施設 

 病院/診療所 

 歯科診療所 

 銀行 

土地利用 

生活に便利で身近な施設（医療・福祉，子育て，

商業など）が地区内や周辺に立地しています。 

細谷地区の現状（土地利用・公共交通） 

市街化調整区域の土地利用 

①無秩序に集落等から外に拡がる住宅開発やそれに

よる農地の営農環境の悪化が懸念されます。 

②豊かな農業生産基盤など，自然環境を守っていく

必要があります。 

市街化調整区域の土地利用 

③大規模団地のコミュニティを

維持する必要があります。 
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公共交通

②地域医療拠点施設へ接続するバスを検討します。 

公共交通 

公共交通

③中心市街地の多様な移動需要に対応するため，

ＬＲＴと役割分担し，「トランジットセンターに

おいてＬＲＴと接続するバス」「大通りを快速運

行するバス」「県庁前通りなどを運行するバス」

を検討します。 

①日光街道や新里街道を通るバスの運行時間帯

の拡大や増便を検討します。 

居住誘導区域 

①便利な幹線交通軸（幹線道路など）の沿線などに居住を

維持・誘導します。 

②転入のための誘導策を検討します。 

郊外住宅地等居住エリア（居住誘導区域外） 

○市街化区域の住宅地としてゆとりある居住環境を維持・形成します。 

※ 集合住宅や一定規模以上（3 戸以上又は敷地 1,000 ㎡以上）の住宅

開発は法に基づく届出が必要です。 

都市機能誘導区域 

①生活に便利で身近な施設（医療・福祉，子育て，

商業など）を維持・誘導します。 

②便利な拠点に居住を維持・誘導します。 

③誘導策により誘導施設の立地を促進します。 

高次都市機能誘導区域 

①都市の魅力やまちなかの賑わい創出につな

がる高次都市機能（医療，商業，教育など）

を維持・誘導します。 

②便利なまちなかに居住を誘導します。 

③誘導策により誘導施設の立地を促進します。 

【凡例】 

 細谷地区 

 市街化区域 

 高次都市機能誘導区域 

 都市機能誘導区域 

 居住誘導区域の範囲イメージ 

 既存バス路線・停留所 

 新設バス路線イメージ 

 ＬＲＴ計画区間・停留場(点線はイメージ)

 交通結節機能（トランジットセンター等）

細谷地区における将来の取組イメージ 

大規模住宅団地の維持 

良好な居住環境やコミュニティの維持を図りながら，

生活利便施設の維持にも取り組みます。 

市街化調整区域の土地利用 

①既存集落のコミュニティを維持 

・地域に縁のある方（分家やＵターンなど）の住宅

立地基準を維持し，既存集落の居住を維持します。 

②営農環境等を保全 

・地域に縁のない方（市街化区域等からの移住者）

の自己用住宅立地基準を２年間(※)の経過措置を

設け廃止します。 



細谷地区の将来像


